
標準書式第８－１ 号

　※　太枠内をボールペン で記入してください。

　　廿日市市中央市民センター所長　様

人

令和 年 月 日

印

有 無

所長 係員 受付 公印承認

廿日市市中央市民センター使用許可申請書　兼　使用料減免申請書

  次のとおり使用を申請します。　使用に際しては、廿日市市市民センター条例及び
廿日市市市民センター管理運営規則並びにこれらに基づく規定を遵守します。 令和　　年　　　月　　　日

団　体　名 代表者名

住　所

氏　名 電話番号

使 用 目 的 使用予定人数

使 用 日 時 　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　）　　　　　：　　　　　～　　　　　：　　　　　　　

使　用　施　設　名 基本使用料 (円) 使 用 料 減 免 率 等 使用料支払額　(円)

全額免除 ・ 半額免除 ・ 目的外

全額免除 ・ 半額免除 ・ 目的外

全額免除 ・ 半額免除 ・ 目的外

備考欄 ー

※廿日市市市民センター条例第12条の規定により、一度納付された使用料は原則、還付されません。 合　　計

レシート・現金領収帳No．

調定書Ｎo．

（納付書による納付の場合）

納付日　令和　　　　年　　　月　　　日

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　切り取り線　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

廿日市市中央市民センター使用許可書 兼 使用料減免決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様        廿日市市中央市民センター所長    　　

令和　　　年　　　月　　　日付けで申請の中央市民センターの施設の使用については、次のとおり許可します。
また、使用料の減免を次のとおり決定しましたので通知します。

使 用 日 時     令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　（　　　）　　　　　　：　　　　　　～　　　　　　：　　　　　　　　

使 用 施 設

減免決定区分等 全額免除 ・ 半額免除 ・ 目的外 使用料支払額 円

レシート・現金領収帳No． 納付書No．

使 用 条 件
廿日市市市民センター条例及び廿日市市市民センター管理運営規則並びにこれらに基づく規定を遵守すること。
一度納付された使用料は原則還付されません。
選挙、個人演説会等が予定された場合、部屋の変更等をお願いすることがあります。

申
請
者

上記の施設使用に伴う使用料の減免を申請します。
　減免の理由　　※該当する項目の　□　にチェックをしてください。
　□　使用者の半数以上が児童（１８歳未満）である　【全額免除】　　　　　　　
　□　使用者の半数以上が障害者又は被爆者健康手帳等の交付を受けた者である　【全額免除】
　□　使用者の半数以上が高齢者（６５歳以上）である　【半額免除】
　□　まちづくり減免団体として登録している団体である　【全額免除】
　□　その他市主催事業等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※市民センター
記入欄

　上記の施設使用に伴う使用料の減免を次のとおり決定する。
　（　全額免除　・　半額免除　・　減免なし　）

備考

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



標準書式第８号裏面

廿日市市市民センター条例（抄）

（使用許可の制限）

第８条　教育委員会は、申請者の市民センターの使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、使用を許可しないことができる。

（1）　法令、条例、規則等の規定に違反すると認められるとき。

（2）　公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

（3）　施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

（4）　酒宴を主とする集会であると認められるとき。

市民センター使用許可に係る確認　[社会教育法第23条及び廿日市市市民センター条例第8条]
（次の１～５全ての条件を満たさないと使用できません。）

１　営利を目的とした事業（活動）ではない。

２　特定の政党の利害に関する事業ではない。

３　選挙に関し、特定の候補者を支持するものではない。

４　特定の宗教活動ではない。

５　酒宴を主とする事業（集会）ではない。

□　前記事項に相違ありません。また、社会教育法第23条又は、廿日市市市民センター条例第8条に規定す

　る各号に該当すると判断された場合、今後使用許可の制限を受けても異存ありません。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１～５に該当される場合のみ署名してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者署名（自署）

使用目的が、次に該当する場合は、「広く地域住民一般の生涯学習活動に寄与すると認められる場合、ま

たは、地域のまちづくりに寄与すると認められる場合」となり目的内の利用として認められます。（次の6～13全

て該当する場合のみです。）

 
６　学習活動が、地域住民（廿日市地区を中心とした市民）を中心とした生涯学習活動、または、まちづくり活

動である。

７　学習活動の成果を広く地域活動に生かしている、または、地域のまちづくりに貢献している。

　　具体的な例（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８　個人の資格・検定・免許取得を目的としたものではない。

９　参加するのに会員としての資格・免許等が必要ではない。

10　地域住民がいつでも誰でも参加できる一般に公開された活動である。

11　参加者を随時募集している。　募集している具体例（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※活動内容のわかる公開しているホームページやチラシがあれば添付してください。

12　講師一人１回あたりの謝金が9,440円以内、または無い。

13　地域住民などへ問い合わせ先として申請者の連絡先を公開してよい。

　　 　　　　　　　　　　　　　

□　１～13の事項に該当することに相違ありません。使用許可決定後に目的内利用に該当しないことが認め

られた場合は、目的以外の料金(使用料の２倍の額)を支払います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者署名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。


